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（議 事 概 要） 
 

件 名  令和元年度第１回草津市人権擁護審議会 

日 時  令和元年５月２０日（月）午後２時～２時５０分 

場 所  草津市役所８階大会議室 

出席者  委員：２０名（５名欠席） 

     事務局：４名 

 

 

１． 開会 

開会のあいさつ（総合政策部人権政策担当専門理事） 

 

２． 議題「人権擁護に関する基本方針」の改訂方針（案）について 

別添の資料１～資料３に基づき、事務局より説明。 

 

【質疑応答・意見等】 

 

会長  外国人の人権に関する問題について、改正入管難民法が施行されたばかりで、まだ国

からも明確な方針がきていないと思うが、滋賀県はもの作りが盛んで外国人が今後増

えてくると思う。外国人に対し、災害時の避難経路の分かりやすいパンフレット等を

作成している自治体があるとニュース等で報道されているが、そのような事を方針に

記載する予定はあるか。 

 

事務局 改正入管難民法の施行に関わらず、外国人の方の生活に関わる施策についてはこれま

でから基本方針に記載している。今後法の施行を受け、そういった取組がより一層必

要になると思われるため、可能な範囲で盛り込んでいきたいと考えている。 

 

委員 高齢者の人権に関する問題について、今後高齢者が増えていくため、市民にもっと高

齢化社会の事について知ってもらえるような内容にしてほしい。 

 

事務局 現行のあんしんいきいきプランには、そのような課題に対する取組について記載があ

るため、その内容が基本方針に反映できるようにする。 

 

委員 外国人の人権について、２０１５年度から草津市には機能別消防団員が誕生している。

今後入管法が変わる中で、機能別消防団員をどのように活用するのかということにつ

いて盛り込んでもらえるのか。 

 

事務局 外国人が日常生活を送るうえでの困り事としては、健康保険の事等が挙げられるが、

災害時の対応となると日常では見えにくい部分になる。所管課とも協議し、この基本

方針に記載をするのか、方針に記載はしないが所管課では課題として把握しておくの

か、検討していく。 

 

委員 現行の基本方針を見ているが、ここにどの位の方針を記載するべきかが分からない。

民生委員の活動の中では、市民の中に地域包括支援センターを知らない人がおり、地

域包括ケアシステムの構築に中々繋がらない等といった課題がある。この方針を見た



２ 

 

市民が地域包括支援センターの役割等について理解し、地域包括ケアシステムの必要

性を理解できるような内容にしたい。 

     また、子どもの人権に関する問題では、現在、市内の保育所、幼稚園をこども園に移

行しているが、草津市としてどのような目標を持ってこども園を運営しているのかと

いう事を記載できれば良いと思う。 

 

事務局 具体的な内容をどこまで基本方針に盛り込むかという事についてのお尋ねだと思う

が、具体的な方策については、例えば地域包括支援センターの必要性についてはあん

しんいきいきプランで、こども園の設置目的や役割であれば、子ども子育て支援計画

で詳しく記載していくものと考えている。 

基本方針はどういうものかというと、施策の進行管理をする「計画」ではなく、あく

まで人権を大切にするための施策の方針になる。例えば高齢者の分野でいうと、地域

包括ケアシステムという仕組みは今後の大きな方向性になってくるので言葉につい

ては記載すべきかと考えているが、具体の運用については個別の計画で示すべきと考

えている。 

 

委員 今日はあくまで改訂方針の論議なので、何を発言してよいのか悩むが、一点だけ言う

と、草津市として現実をどう見るか、各分野で現状がどうなっていて、何が課題かと

いう事をはっきりさせると良い。例えば同和問題でいうと、部落差別はもうない、昔

は聞いたことがあるが、今は耳にしないし何を言っているの、と言う声が草津でも県

内でも多い。部落差別解消推進法では、今も部落差別があることが明記された。それ

が見える形の基本方針が望ましい。細かいことは書けないが、そういった基本の基本

になる部分について、７月（次回の審議会）になったら意見が言えると思う。課題や

問題点を明確に捉えられると、それに対応する取組もはっきりと示すことが出来る。 

 

会長 ７月に審議予定の改訂素案では、どの分野においても現状と課題を明確にしたうえで、

施策の方向を記載することになる。新たな状況や国の法律が出来た中で、どういうと

ころに重点を置いて進めていくのかということについて７月に議論してもらうこと

になる。 

 

委員 部落差別解消法が施行されて３年になるが、市も県も意識調査をするので、その結果

を挙げてもらいたい。また、近日中に解放同盟の中央本部から県連合会へ国の施策の

方向性について報告があると思うので、国、県の動きについての情報を受けて計画に

反映してほしい。 

 

事務局 基本方針に記す施策については、基本的には市の施策と考えているが、市の施策を講

ずる上で国、県の動きは重要であるため、情報収集の上改訂したいと考えている。 

 

事務局 今日の審議内容や、関係課からの意見を踏まえて改訂素案を作成し、７月の審議会で

提示したいと考えている。 

 

以上 

 


